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令和６年８月２０日 

 

家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について 

―衣類等の洗濯表示が変わります― 

 

衣類等の繊維製品の洗濯表示に関して、家庭用品品質表示法（※）に基づ

く繊維製品品質表示規程を改正しました。 

 

※ 家庭用品品質表示法（昭和 37年法律第 104 号）は、消費者が日常使用する家庭用品を

対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めており、これに

より消費者が商品の購入をする際に適切な情報提供を受けることができるように制定さ

れた法律です。繊維製品に関する表示すべき事項及び表示方法は、同法に基づき、繊維

製品品質表示規程（平成 29 年消費者庁告示第 4号）において定められています。 

 

１ 概要 

本日（令和６年８月２０日）、「繊維製品の取扱いに関する表示記号及びそ

の表示方法」に関する日本産業規格（ＪＩＳ Ｌ０００１）（以下「ＪＩＳ」

という。）の改正が行われたことに伴い、繊維製品品質表示規程の改正を行い

ました。 

なお、ＪＩＳの主な改正内容は、⑴洗濯記号の新規追加、⑵洗濯記号の意

味の変更、⑶洗濯記号のデザインの微修正の３点です（詳細は別紙をご参照

ください。）。 

また、洗濯表示の円滑な移行を図る観点から、附則において１年間の経過

措置期間を設けています。 

 

２ 改正の経緯 

● 令和５年１２月に国際規格（ＩＳＯ ３７５８（繊維製品等に表示され

るケアラベル（取扱い絵表示））が改正されたことに伴い、これと整合させ

るため、ＪＩＳが改正されました。 

● 繊維製品品質表示規程はＪＩＳを引用していますので、ＪＩＳの改正に

伴い、繊維製品品質表示規程について所要の改正を行うことといたしまし

た。 
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３ 施行日 

令和６年８月２０日 

 

４ 経過措置 

令和７年８月１９日までに従前の繊維製品の品質に関する表示を行った衣

類等の繊維製品は、そのままの表示で販売することができます。 

そのため、本日以降、当面の間、店頭において、新しい洗濯表示が付され

た製品と古い洗濯表示が付された製品が混在することがあります。 

なお、家庭用品品質表示法では、表示についての責任を明らかにするため、

表示者及び連絡先について、繊維製品への縫い付けなどにより表示が義務づ

けられていますので、新しい洗濯表示と古い洗濯表示のいずれであるかが不

明な場合は、表示者に問合せをすることができます。 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

電    話 : ０３（３５０７）９２０５ 

ホームページ : https://www.caa.go.jp/ 



 

 
 

ＪＩＳの主な改正内容 

⑴ 洗濯記号の新規追加 

番号 記号 記号の意味（新規） 

111 
 

液温は 30℃を限度とし、手洗

いができる 

511 

 

底面温度120 ℃を限度として

スチームなしでアイロン仕上げ

ができる 

 

⑵ 洗濯記号の意味の変更（変更部分は下線部のとおり） 

番号 記号 記号の意味（変更後） 記号の意味（変更前） 

530 
 

底面温度 210℃を限度として

アイロン仕上げができる 

底面温度 200℃を限度として

アイロン仕上げができる 

520 
 

底面温度 160℃を限度として

アイロン仕上げができる 

底面温度 150℃を限度として

アイロン仕上げができる 

510 
 

底面温度 120℃を限度として

アイロン仕上げができる 

底面温度 110℃を限度として

スチームなしでアイロン仕上げ

ができる 

620 

 

パークロロエチレン又はジブ

トキシメタン若しくは石油系溶

剤又はデカメチルペンタシクロ

シロキサンによるドライクリー

ニングができる 

パークロロエチレン及び石油

系溶剤によるドライクリーニン

グができる 

621 

 

パークロロエチレン又はジブ

トキシメタン若しくは石油系溶

剤又はデカメチルペンタシクロ

シロキサンによる弱いドライク

リーニングができる 

パークロロエチレン及び石油

系溶剤による弱いドライクリー

ニングができる 

610 

 

石油系溶剤又はデカメチルペ

ンタシクロシロキサンによるド

ライクリーニングができる 

石油系溶剤によるドライクリ

ーニングができる 

611 

 

石油系溶剤又はデカメチルペ

ンタシクロシロキサンによる弱

いドライクリーニングができる 

石油系溶剤による弱いドライ

クリーニングができる 
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⑶ 洗濯記号のデザインの微修正 

①  手の形状、波線の太さのデザインの微修正 

番号 記号（変更後） 記号（変更前） 記号の意味 

110 
  

液温は 40 ℃を限度とし、手洗いができる 

 

② ×マークの位置の微修正 

番号 記号（変更後） 記号（変更前） 記号の意味 

100 
  

家庭での洗濯禁止 

200 
  

塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止 

500 
  

アイロン仕上げ禁止 
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